
【採択後に関するQ&A】
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支払管理

備品の契約書について、注文書（発注書）

・請書はどのようなものが必要ですか。

以下の事項が確認できる資料をご提出ください。

発注日、発注先、発注者（申請事業者と同一）

金額（税抜・税込）、納期、補助申請されたものと同一と確

認できる発注内容の明細（単価・仕様・数量等）、

受注者の確認があるもの

質問項目 回答

1. 事業の実施と内容変更等について

「経費区分の配分変更」とは何ですか。

整備・改修費、運営費のそれぞれの交付決定金額は、経費区

分ごとに金額が配分されています。

補助事業を進める過程で、補助対象経費に変更が生じたこと

を理由に、交付決定額の範囲内で経費区分ごとの交付決定額

の内訳金額を変更することです。

整備・改修費と運営費間の経費配分額を変更し

たいのですが、認められますか。

整備・改修費と運営費については、交付決定金額が別々となっ

ているので、配分変更はできません。

決定後の

変更

補助事業と他の事業とで経理を分ける必要があ

りますか。

補助事業とそれ以外の経理を区別し管理してください。

実績報告書提出の際は、支出関係書類を、見積書から振込書

までを１契約単位として、整理しご提出ください。また、検

査の際に証拠書類等の原本照合を行います。

※【例示】参照

また、財団が必要と認めた場合、補助事業に関する年度ごと

（４月～翌年３月末）の損益計算書等の提出をお願いするこ

とがあります。

整備・改修費については、事業計画の変更に該当するので、

変更には事前承認が必要となります。

運営費については、経費区分ごとの交付決定金額の配分額の

範囲内で、内容を変更する場合については、承認なく変更が

可能ですが、対象経費となるものかの判断を行いますので、

事前にお問い合わせください（配分額の範囲を超える場合は

事前承認が必要です）。

契約書は電子契約でも問題ありませんか。

契約内容の詳細、契約日、真正な契約書であることがわかれ

ば問題ありません。電子署名や電子印鑑について、いつ押印

されたかなどの情報を記載した書類も併せてご提出いただき

ます。

経費の支払いはどのような支払い方法でも認め

られますか。

原則は、金融機関での振込になります。不明な点は財団まで

ご相談ください。

整備・改修補助期間を延長したいです。どのよ

うな手続きが必要ですか。

変更承認の手続きが必要となりますが、延長は交付決定日か

ら６か月を経過する日までの範囲内で可能です。

工事計画を見直したいのですができますか。

申請書に記載された内容・期間を変更（中止）するときは事

前に財団の承認が必要になります。変更承認申請書【様式第

4-1 号】及び変更に必要な書類の提出が必要です。無断で変

更等を行った場合、補助金を交付できなくなる場合があるた

め、必要な手続きは事前に財団にご確認ください。

経費区分の配分額の範囲内で、

内容を変更できますか。
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質問項目 回答

1-10

1-11

【例示】

運営開始

時期

整備・改修費の補助対象期間終了日の翌日から施

設の運営に取り掛かっても問題ありませんか。

問題ありません。整備・改修費の完了検査は運営費の補助対象

期間中に行うことになります。なお、検査時に運営中のサテラ

イトオフィスへ一時的に立ち入って現場確認を行う場合がある

ため、その際は、利用者への調整等のご協力をお願いします。

整備改修期間中にプレオープンしてもよいです

か。

関係者向けの内覧会という位置づけであれば整備改修期間に実

施可能ですが、顧客への告知を兼ねた営業活動の場合、運営期

間に分類されます。詳細は財団までご相談ください。

5/1
4/20

（補） 備-１ 納品書 5/20

契約書
5/20

見積書
備品費

（補） 備-１ 振込書 4/25
（補） 備-１ 請求書 5/30

（補） 備-１
（補） 備-１ その他

（図面、写真、

成果物等）

見積書

備 ２
（補） 備-２

（補） 備-１

（補） 備 ２
（補） 備 ２

（補） 備 ２
（補）

１契約単位：１契約で１セット
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【採択後に関するQ&A】

2-1 中間報告

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

3-1 補助金額

3-2

3-3

時期

整備・改修費の補助対象期間終了日の翌日から

施設の運営に取り掛かっても問題ありません

か。

問題ありません。整備・改修費の完了検査は運営費の補助対

象期間中に行うことになります。なお、検査時に運営中のサ

テライトオフィスへ一時的に立ち入って現場確認を行う場合

があるため、その際は、利用者への調整等のご協力をお願い

します。

検査内容

について

中間の実績報告の時期を教えてください。
毎年、４月30日までに補助事業実績報告書【様式第５号】を

財団にご提出ください。

完了の実績報告の時期を教えてください。

整備・改修費及び運営費の各補助対象期間が終了したときか

ら、１か月以内に補助事業実績報告書【様式第５号】を財団

にご提出ください。

実績報告書等に不備があった場合、連絡あるい

は修正指示はいただけますか。

補助事業とそれ以外の経理を区別し管理してください。

実績報告書提出の際は、支出関係書類を、見積書から振込書

までを１契約単位として、整理しご提出ください。また、検

査の際に証拠書類等の原本照合を行います。

※【例示】参照

また、財団が必要と認めた場合、補助事業に関する年度ごと

（４月～翌年３月末）の損益計算書等の提出をお願いするこ

とがあります。

中間・完了報告では何を提出すればよいです

か。

実績報告書【様式第５号】と補助対象経費の経費区分毎の証

拠書類、および交付決定通知書で付された条件に適合すると

わかる書類等が必要となります。

中間・完了検査では何をどのように確認します

か。

　実績報告書の提出を受けて、交付決定どおりに事業が実施さ

れているか確認をします。その後、対象のサテライトオフィス

又は財団が指定する場所にて工事箇所・購入物の確認、支払っ

た経費についての原本照合等を行います。訪問日は、別途連絡

いたします。

質問項目 回答

２．実績報告書と中間・完了検査について

中間の実績報告とは何ですか。

運営費の補助対象期間は、年度ごと（４月１日から３月31日

まで）に区切られます。そのため、各年度の運営費補助対象

期間が終了したら事業実績の報告を行います。なお、事業実

績や費用の発生がない場合も、その旨を実績報告書【様式第

5号】でご報告ください。

補助金確定通知書にて通知された確定額を請求

した際の振込日を教えてください。

補助金確定通知後、ご提出いただく請求書を受理してから振

込までに１カ月程度（早まる可能性もあります）となりま

す。※金額確定のための実績報告書及び添付書類の提出後、

内容の審査・検査に１カ月程度を想定しています。

支払いの

流れ

3．補助金の請求及び支払いについて

補助金額の確定方法を教えてください。

実績報告書の審査と完了検査によって補助金額が確定しま

す。金額の算出方法は、経費区分ごとにそれぞれ実際に要し

た補助対象経費に２分の１※を乗じて得た額と、補助金交付

決定額の配分額を比べ、低い方の額となります。また、各経

費区分において千円未満は切り捨てとなります。※一部の要

件を満たす場合には３分の２

補助金の確定から支払の流れを教えてくださ

い。

補助金確定後に、補助金確定通知書【様式第７号】により郵

送で通知します。

補助金請求書兼口座振替依頼書【様式第８号】の提出後、指

定のあった口座へ振り込みいたします。
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【採択後に関するQ&A】

4-１

4-２

4-３

4-４ 事業終了

4-５ 公表

４．実施結果状況報告等について

補助事業者の名称、施設の名称及び所在地等を

公表するとありますが、どのように公表されま

すか。

財団のホームページで公開を予定しています。また、補助事

業の公表・発表にご協力いただく場合があります。

質問項目 回答

補助対象期間終了後も報告書を提出する必要が

ありますか。

必要です。終了の翌年度から５年間、毎年会計年度毎に実施

結果状況報告書を提出してください(様式は別途指定。)。

管理方法

事業を終了したいです。どのような手続きが必

要ですか。

補助事業中止（廃止）承認申請書をご提出ください。

また、取得した価格が50万円以上の財産については、一定期

間内に処分（目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する

こと及び廃棄）しようとするときは、事前に財団の承認が必

要となります。当該財産の処分を行う際に、処分することに

よって得た収入の全部又は一部を財団に納付しなければなり

ません。

補助事業の経理と区別して管理する必要がある

が、どこまで区分する必要がありますか。 求め

られた際に提出できれば問題ありませんか。

補助事業にかかるものとそれ以外が区別できるように管理が

必要です。補助事業終了の翌年度から起算して５年間、関係

書類等を保管してください。なお、他の事業と一緒に保管さ

れるものについては、財団の検査等で必要な際に区分できる

ようにしてください。また、一つの支払の中に補助事業とそ

れ以外のものが含まれるものについて、補助事業の分が区分

されていない場合、補助事業の対象外となりますのでご注意

ください。

申請した事業で購入した備品が不要になりまし

た。処分してもよいですか。

補助事業により取得した財産については、補助事業を完了し

た年度の翌年度から起算して所定の期間に財産処分制限がか

けられています。

建物等における工事については、交付決定通知書別表２の期

間、その他の備品などについては 10 年（減価償却資産の耐用

年数等に関する省令に別の定めがあるときはその期間）にお

いて、処分を行う場合には、事前の承認が必要となります。

承認の際には、納付金が発生する場合があります。
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